
 

 

○利用者負担のあり方 

・一定所得以上の所得がある者や預貯金などの資産を有する者には、応分の負

担を求めるべき。 

・遺族年金などの非課税年金や配偶者との世帯分離の扱いも検討が必要。 

○介護納付金の総報酬割導入 

・負担の公平化の観点から応能負担の強化が課題になるが、後期高齢者医療支

援金の見直しとの関連も整理の上で導入。 

 

〔地域包括ケアシステムの構築〕 

○地域の実情に応じた地域包括ケアシステムの構築 

・地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを構築する上で、地域の特徴や課

題が客観的に把握できるようにデータを整理し「見える化」。 

○在宅医療と介護の連携 

・市町村が中心となって在宅医療と介護の連携・調整を行う体制を整備。その

連携・調整の機能は介護保険法に位置づける。 

○介護人材の確保 

・処遇改善とキャリアパスの確立。 

○介護予防と生活支援の推進 

・高齢者の社会参加を通じた介護予防を推進。 

・配食・見守りなどの生活支援サービスは、互助の考え方に基づき、多様な主

体で実施。 

○認知症施策の推進 

・認知症の方をすべて入院・入所で対応することには限界があり、また、必ず

しも適切ではない。 

・認知症の地域ケアを可能とするため、症状が重くなる前の早期の段階で、適

切に相談・支援が受けられ、専門的な医療・介護につなげる体制を整備。 

 

〔社会福祉法人改革〕 

・社会福祉法人こそ、経営の合理化、近代化が必要。大規模化や複数法人の連

携を推進。 
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・加えて、社会福祉法人非課税扱いとされているに相応しい、国家や地域への

貢献が求められるべき。 

・低所得者への利用料軽減は当然のこととして、今後都市部等での大きな問題

である低所得高齢者の住まいの確保や生活支援などに積極的に取り組むべき。 
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